
JP 2017-500643 A 2017.1.5

10

(57)【要約】
　本発明は、航空機、特に民生用の旅客用航空機や輸送
用航空機の設計方法（１０）および設計システム（１）
に関する。本発明に係る方法は、（ａ）少なくとも１つ
の航空機設計用の初期の条件一覧を定義するステップ（
ステップ１１）、（ｂ）条件一覧に基づいて、少なくと
も１つの航空機設計を、予測される運行コストに関して
最適化するステップ（ステップ１３）、（ｃ）少なくと
も１つの航空機設計を用いて予め定義された全フライト
ネットワークをシミュレーションして全フライトネット
ワークの効率性を算出するステップ（ステップ１８）、
（ｄ）算出された全フライトネットワークの効率性が最
適であるかを判定するステップ（ステップ１９）、およ
び、（ｅ）そうでない場合、条件一覧を変更してステッ
プ（ｂ）から開始する繰り返しを実行するステップ、を
有する。本発明に係るシステム（１）は、上記方法（１
０）を実行するように構成されている。



(2) JP 2017-500643 A 2017.1.5

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　航空機の設計方法（１０）であって、
（ａ）少なくとも１つの航空機設計用の初期の条件一覧を定義するステップ（ステップ１
１）、
（ｂ）条件一覧に基づいて、少なくとも１つの航空機設計を、予測される運行コストに関
して最適化するステップ（ステップ１３）、
（ｃ）少なくとも１つの航空機設計を用いて予め定義された全フライトネットワークをシ
ミュレーションして全フライトネットワークの効率性を算出するステップ（ステップ１８
）、
（ｄ）算出された全フライトネットワークの効率性が最適であるかを判定するステップ（
ステップ１９）、および、
（ｅ）そうでない場合、条件一覧を変更してステップ（ｂ）から開始する繰り返しを実行
するステップ、を有する航空機の設計方法。
【請求項２】
　条件一覧に、少なくとも１つの航空機設計についての、最小の最大積載量、最小の航続
距離、離陸／着陸条件、最小の巡航高度、最小の巡航速度に関する条件、および／または
、翼幅、胴体長さおよび／または着陸装置の一車輪あたりの表面圧力それぞれの最大値が
含まれる、請求項１に記載の航空機の設計方法。
【請求項３】
　ステップ（ｃ）でのシミュレーションの間（ステップ１８）、全フライトネットワーク
の飛行ルートそれぞれについて、飛行ルートの距離の情報および／または個々の飛行ルー
ト上の空港に対する離陸／着陸状件の情報と、翼幅、胴体長さ、および／または着陸装置
の一車輪あたりの表面圧力それぞれの最大値が利用可能である、請求項１または２に記載
の航空機の設計方法。
【請求項４】
　ステップ（ｃ）でのシミュレーションの間（ステップ１８）、全フライトネットワーク
の飛行ルートそれぞれについて、最大積載量についての情報および／または飛行ルート上
の空港の空港時間枠についての情報が利用可能である、請求項３に記載の航空機の設計方
法。
【請求項５】
　最大積載量が、標準料金の最大積載量と特別料金の最大積載量とに分類されている、請
求項４に記載の航空機の設計方法。
【請求項６】
　ステップ（ｃ）でのシミュレーションにおいて（ステップ１８）、既に利用可能な航空
機モデルが使用される、請求項１から５のいずれか一項に記載の航空機の設計方法。
【請求項７】
　ステップ（ｅ）（ステップ１９および１２）での条件一覧の変更により、条件一覧にお
ける航空機設計の数が変更される、請求項１から６のいずれか一項に記載の航空機の設計
方法。
【請求項８】
　航空機設計の最大数および／または全ての航空機設計にかかる最大の開発コストに対し
て予め制約が設けられている、請求項１から７のいずれか一項に記載の航空機の設計方法
。
【請求項９】
　ステップ（ｂ）（ステップ１３）での最適化が、統合法（ステップ１４～１７）によっ
て実行される、請求項１から８のいずれか一項に記載の航空機の設計方法。
【請求項１０】
　航空機の設計システム（１）であって、
　少なくとも１つの航空機設計用の条件一覧を記憶する条件一覧用メモリ（２）と、
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　条件一覧用メモリ（２）からの条件一覧に基づいて、コストに関して最適化された航空
機設計を算出する統合モジュール（３）と、
　統合モジュール（３）によって算出された航空機設計を用いて全フライトネットワーク
のシミュレーションを実行して全フライトネットワークの効率性を算出するシミュレーシ
ョンモジュール（４）と、
　シミュレーションモジュール（３）によって算出された全フライトネットワークの効率
性が最適であるかを判定し、全フライトネットワークの効率性が最適でない場合に、条件
一覧用メモリ（２）内の条件一覧を変更する最適化モジュール（５）と、を有する航空機
の設計システム。
【請求項１１】
　シミュレーションモジュール（４）に接続され、全フライトネットワークの全ての飛行
ルートの情報を備える第１のデータベース（６）が設けられている、請求項１０に記載の
航空機の設計システム。
【請求項１２】
　シミュレーションモジュール（４）に接続され、利用可能な航空機モデルの情報を備え
る第２のデータベースが設けられ、
　シミュレーションモジュール（４）が、全フライトネットワークのシミュレーションが
実行されている間、この情報を使用するように構成されている、請求項１０または１１に
記載の航空機の設計システム。
【請求項１３】
　システムが、請求項１から９のいずれか１に記載の方法を実行するように構成されてい
る、請求項１０から１２のいずれか一項に記載の航空機の設計システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、航空機、特に民生用の旅客用航空機や輸送用航空機の設計方法および設計シ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　新しい航空機の設計や建造は、非常に複雑で極端にコストがかかるプロセスである。そ
のため、新しい航空機モデルを計画する航空機メーカーは、実際に設計や開発が開始され
る前に、特に、商業的に成功してそれゆえに高いコストが正当化される予測の新しい航空
機モデルの技術的、運行的、および経済的な特性の算出を試みる。
【０００３】
　これらのことは航空会社の代表者すなわち潜在的な顧客の代表者を招待して行われるこ
とが今日までの慣例であるので、それゆえ、顧客中心グループ（ｃｕｓｔｏｍｅｒ　ｆｏ
ｃｕｓ　ｇｒｏｕｐ）または航空会社諮問委員会（ａｉｒｌｉｎｅ　ａｄｖｉｓｏｒｙ　
ｂｏａｒｄ）のイベントと呼ばれる。これらのイベントで、航空会社の代表者は、新しい
航空機モデルの構成パラメータに関する要求について意見を求められる。質問される構成
パラメータには、例えば、所望の最大積載量（これは、例えば、最大乗客数と積荷に対す
る胴体のサイズに本質的に関連する）、航続距離条件、離陸／着陸条件、所望の巡航高度
などが含まれ、適切な場合にはさらに、例えば、所望の巡航速度、翼幅、胴体長さおよび
／または着陸装置の一車輪あたりの表面圧力それぞれについての最大値などが含まれる。
【０００４】
　航空会社の代表者によって提起された構成パラメータに関する見積りが、続いて作成さ
れて統計学的に評価される。航空機メーカーは、次に、統計学的な評価に基づいてまた専
門家の提案にしたがって、新しい航空機モデルの構成ポイントとして、構成パラメータを
定義する。
【０００５】
　このように決定された構成ポイントに基づいて、統合法が、構成ポイントを満足する航
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空機設計をコストに関して反復的に最適化するために利用される。従来技術に係る当該統
合法は、とりわけ、“Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　Ｓｕｂｓｏｎｉｃ　Ａｉｒｐｌａｎｅ
　ｄｅｓｉｇｎ：Ａｎ　ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｐｒｅｌｉｍｉｎａ
ｒｙ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　ｓｕｂｓｏｎｉｃ　ｇｅｎｅｒａｌ　ａｖｉｔａｔｉｏｎ　
ａｎｄ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ａｉｒｃｒａｆｔ，ｗｉｔｈ　ｅｍｐａｓｉｓ　ｏｎ　ｌ
ａｙｏｕｔ，ａｅｒｏｄｙｎａｍｉｃ　ｄｅｓｉｇｎ，ｐｒｏｐｕｌｓｉｏｎ　ａｎｄ　
ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ”（Ｅｇｂｅｒｔ　Ｔｏｒｅｎｂｅｅｋ著、Ｄｅｌｆｔ　Ｕｎｉ
ｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ社発行（１９８２年）、第９版（１９９９年））と、“Ａｄ
ｖａｎｃｅｄ　Ａｉｒｃｒａｆｔ　Ｄｅｉｇｎ：Ｃｏｎｃｅｐｔｕａｌ　Ｄｅｓｉｇｎ，
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｕｂｓｏｎｉｃ　
Ｃｉｖｉｌ　Ａｉｒｐｌａｎｅｓ”（Ｅｇｂｅｒｔ　Ｔｏｒｅｎｂｅｅｋ著、Ｊｏｈｎ　
Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ社発行（２０１３年））に記載されている。
【０００６】
　統合法において、まず、推進システム、翼、および尾部の寸法、これらから算出された
質量とともに構成ポイントと仮的に算出された飛行能力とのパラメータが、最大離陸重量
が収束して航続距離条件と離陸／着陸条件とが構成ポイントにしたがって満足するように
、反復的に最適化される。次に、最適化された設計についてコストが算出される、特に、
後の運行コストが算出される。続いて、設計がコストに関して最適であるかが判定される
。そうでない場合、上述の反復が、別の出力変数（例えば、推進システムの寸法）を用い
て、コストが最適化されるまで繰り返し実行される。
【０００７】
　上述の方法により、予め定義された構成ポイントに関して最適化された航空機設計が生
み出される。しかしながら、この従来から公知の方法の場合、航空機設計を最適化するた
めの構成ポイントが最適な方法で選択されている保証はない。例えば、従来技術の場合、
最終的な構成ポイントは、顧客との話し合いと主観的な専門家の意見とに基づいて定義さ
れており、“誤った構成ポイント”を選択する場合があることは否定できない。その結果
として、航空機は、“市場の要求を越えて”設計される可能性があり、また、仮にあった
としても、わずかな顧客にしか必要とされない。それにより、航空機メーカーは、高い開
発コストによって“致命的な結果”を招く可能性がある。
【０００８】
　本発明は、従来技術の欠点が存在しない、またはその欠点の程度が低減された、航空機
を設計するための改良された方法およびシステムを提供することを目的とする。
【発明の概要】
【０００９】
　この目的は、メインクレームに係る方法によって、また独立クレーム１０に係るシステ
ムによって達成される。有利な展開は従属クレームの内容によって実現される。
【００１０】
　したがって、本発明は航空機の設計方法に関し、その方法は、
（ａ）少なくとも１つの航空機設計用の初期の条件一覧を定義するステップ、
（ｂ）条件一覧に基づいて、少なくとも１つの航空機設計を、予測される運行コストに関
して最適化するステップ、
（ｃ）少なくとも１つの航空機設計を用いて予め定義された全フライトネットワークをシ
ミュレーションして全フライトネットワークの効率性を算出するステップ、
（ｄ）算出された全フライトネットワークの効率性が最適であるかを判定するステップ、
および、
（ｅ）そうでない場合、条件一覧を変更してステップ（ｂ）から開始する繰り返しを実行
するステップ、を有する。
【００１１】
　また、本発明はシステムに関し、そのシステムは、
　少なくとも１つの航空機設計用の条件一覧を記憶する条件一覧用メモリと、
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　条件一覧用メモリからの条件一覧に基づいて、コストに関して最適化された航空機設計
を算出する統合モジュールと、
　統合モジュールによって算出された航空機設計を用いて全フライトネットワークのシミ
ュレーションを実行して全フライトネットワークの効率性を算出するシミュレーションモ
ジュールと、
　シミュレーションモジュールによって算出された全フライトネットワークの効率性が最
適であるかを判定し、全フライトネットワークの効率性が最適でない場合に、条件一覧用
メモリ内の条件一覧を変更する最適化モジュールと、を有する。
【００１２】
　本発明に係る航空機を設計するための方法は、航空機設計が特定の予め定義された条件
一覧によって最適化されるだけでなく、その条件一覧も最終的な航空機設計が可能な限り
予め定義された全フライトネットワークにマッチするように最適化されるという特徴によ
って定義される。従来技術とは大きく異なり、個々の航空機設計が予め定義された構成ポ
イントに基づいてコストに関して最適化されるだけでなく、航空機設計のための構成ポイ
ントが予め定義された全フライトネットワークに関して最適化されていることが保証され
る。
【００１３】
　本発明とその効果をさらに説明する前に、まず、本発明に関して使用されている複数の
用語について、詳細に説明する。
【００１４】
　“条件一覧（ｃａｔａｌｏｇ　ｏｆ　ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ”は、少なくとも１つ
の航空機設計についての個々の技術的条件をまとめたものである。これらの条件は、例え
ば、最大積載量、航続距離、空港に関する離陸／着陸条件、例えば、高温地域での高度（
高温高所の空港）または極端に短い滑走距離などを含んでもよい。最小の巡航高度、最小
の巡航速度、および／または翼幅、胴体長さ、および／または着陸装置の一車輪あたりの
表面圧力それぞれの最大値が、予め定義されてもよい。最小の最大積載量に加えてまたは
代わって、乗客用座席の数に関する条件があってもよい。
【００１５】
　条件一覧は、個々の航空機設計のための技術的条件を含んでもよい。しかしながら、条
件一覧は、複数の異なる航空機設計に対して対応する条件を含んでもよい。それゆえ、例
えば、条件一覧は、一方で短距離輸送用航空機のための条件を含み、他方で長距離輸送用
航空機のための条件を含むことも可能である。複数の異なる航空機設計のための条件間の
特定の関係性が、条件一覧に予め定義されていてもよい。それゆえ、例えば、２つの航空
機設計が同一の翼を備えるように定義し、それにより両方の航空機設計合計の開発コスト
を低減することが可能である。
【００１６】
　“全フライトネットワーク（ｔｏｔａｌ　ｆｌｉｇｈｔ　ｎｅｔｗｏｒｋ”は、１つま
たはそれ以上の航空会社によって運行されるまたは運行されうるこれらの航空会社の飛行
ルート全てを集めたものである。それゆえ、全フライトネットワークは、専門家の意見に
したがう新しい航空機設計によって運行される可能性がある飛行ルートのみに限定されな
い。また、全フライトネットワークを、実存するフライトネットワーク中の一部のネット
ワークに単に寄与するために、本発明に係る方法またはシステムに基づいて構築すること
も可能である。例えば、全フライトネットワークのシミュレーションを単純化するために
、既に開発が完了して存在する種類の航空機（例えば超長距離輸送用）のための個々のル
ートが、シミュレーションを行う全フライトネットワークから除外されてもよい。しかし
ながら、この場合もまた、全フライトネットワークは、専門家の意見にしたがう新しい航
空機設計によって運行される可能性があるルートに限定されない。
【００１７】
　全フライトネットワークのシミュレーションに関して、それぞれの飛行ルートの距離に
ついての情報だけでなく、そのそれぞれの飛行ルートの中の空港の離陸／着陸条件につい
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ての情報も、個々の飛行ルートのために利用可能である。さらに、例えば、翼幅、胴体長
さ、および／または着陸装置の一車輪あたりの表面圧力それぞれの最大値が、全フライト
ネットワーク内の個々の空港に対して予め定義されてもよい。さらに、飛行ルート上の最
大積載量について情報および／または特定の航空会社に許可された離陸および着陸の空港
の時間帯（空港時間枠）についての情報も利用してもよい。最大積載量に加えてまたは代
わって、飛行ルート上の乗客数も利用してもよい。
【００１８】
　本発明に係る方法のシミュレーションのベースとして使用される全フライトネットワー
クは、１つまたはそれ以上の航空会社の実際の全フライトネットワークであってもよい。
しかしながら、シミュレーションのベースとして、理論的な全フライトネットワークもま
た使用可能である。それゆえ、例えば、近い将来、１０年後、または２０年後の予測また
は計画の全フライトネットワークに寄与するさらなる全フライトネットワークを実際の全
フライトネットワークに基づいて推定することも可能である。
【００１９】
　本発明に係る方法の場合、まず、少なくとも１つの新しい航空機設計のための初期の条
件一覧が予め定義される。この初期の条件一覧は、たった一つの航空機設計のための技術
的条件を含んでもよい。しかしながら、初期の条件一覧は、複数の航空機設計、例えば１
つまたはそれ以上の短距離輸送用航空機と１つまたはそれ以上の長距離輸送用航空機のた
めの技術的条件を含むことも可能である。
【００２０】
　次に、航空機設計それぞれについての最適化は、条件一覧が技術的条件を含んでいる航
空機設計それぞれについて個々に実行される。ここでの最適化は、主に航空機設計の運行
コストに関して実行される。運行コストは、技術的変数すなわち航空機設計の構成の関数
として算出されてもよい。それゆえ、例えば、とりわけ航空機設計の推力／質量比および
／または空力的性質などの技術的パラメータを原因とする燃料消費と関連コスト、航空機
の質量やエンジンの基数の関数として決定されるメンテナンスコスト、航空機の質量など
によって決まる空港税を算出することも可能である。航空機設計に対する予測コストの算
出方法は、当業者であれば周知である。
【００２１】
　運行コストすなわち基礎的な技術的変数を最適化するために、当業者にとって既に公知
の統合法に頼ることが可能である。この方法の場合、まず、推進システム、翼、および尾
部の寸法などの様々な設計変数と、それに基づく少なくともある程度結果として得られる
翼の揚力、質量、重心、抵抗、飛行能力とが、最大離陸重量が収束するまで、航続距離条
件、離陸／着陸条件などの他の制約に従いつつ、繰り返し適用される。次に、運行コスト
の算出が実行され、上述の反復的な方法が最適な運行コストが得られるまで繰り返される
。予測の運行コストが、上述したように、航空機設計の技術的変数に基づいて決定されて
もよい。
【００２２】
　このように最適化された航空機設計を用いて、全フライトネットワークがシミュレーシ
ョンされ、全フライトネットワークの効率性が算出される。これに関連して、全フライト
ネットワークの飛行ルートそれぞれについて飛行ルートの効率性が算出され、その個々の
飛行ルートの効率性が合算されて全フライトネットワークの効率性が算出される。飛行ル
ートの効率性は、特定の飛行ルート上で特定の航空機設計を用いた場合の予測の収益から
そのルート上でその航空機設計を使用したことによるコストを差し引いて算出される。特
定の飛行ルートの効率値は、その飛行ルートでの運行に必要な技術的条件を満足する、例
えば、十分な航続距離を備える航空機設計に関してのみ算出されてもよい。
【００２３】
　全フライトネットワークのシミュレーション中、２つまたはそれ以上の航空機設計を１
つの特定の飛行ルートでの使用に適合させることが可能である。この場合、その飛行ルー
トでの使用に適合する航空機デザインそれぞれの潜在的な効率性が、好ましくは算出され
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る。次に、このシミュレーションステップにおいて全フライトネットワークの効率性の最
大値に寄与する航空機設計の効率値が、この飛行ルートのものとして選択される。
【００２４】
　また、シミュレーション中、シミュレーションされた航空機設計のいずれによっても運
行できない飛行ルートが存在する可能性がある。この場合、運行できないルートは、コス
トが高いことと関連しており、その結果として、運行できない飛行ルートが存在する間、
全フライトネットワークの効率性のシミュレーションは最適な結果になることができない
。代わりとして、全フライトネットワークのシミュレーションは、シミュレーションされ
た航空機設計のいずれによっても運行できない飛行ルートが存在する場合、中止されても
よい。
【００２５】
　航空機設計の選択に関連して個々の飛行ルートに設定される制約が、全フライトネット
ワークのシミュレーションと全フライトネットワークの効率性を算出するために予め定義
されてもよい。それゆえ、例えば、全フライトネットワークにおいてまたは全フライトネ
ットワークの特定の部分のみにおいて使用される異なる航空機設計の最大数を予め定義す
ることが可能であり、および／または、全フライトネットワーク内の最小数の飛行ルート
で使用されるまたは使用される能力を持つ必要がある、全フライトネットワークで使用さ
れる航空機設計を予め定義することが可能である。異なる航空機設計の最大数は、好まし
くは、ここでは２以上である。対応する制約により、雑多すぎて経済的ではない全フライ
トネットワーク上での多数の異なる航空機設計の運行は、この方法ステップにおいて既に
対象外にされている。
【００２６】
　飛行ルートの効率性の算出に必要な予測の収益は、例えば、飛行ルートにおける最大積
載量または乗客数、利用可能な空港の時間帯、および航空機の座席数に置き換え可能な航
空機の最大積載量から算出してもよい。これに関連して、乗客の平均体重および乗客数の
季節変動、または飛行ルート上の最大積載量などは、経験的な値が考慮されてもよい。
【００２７】
　シミュレーションされる飛行ルートが乗客のルートである場合、飛行ルート上の乗客数
は、標準料金の乗客と特別料金の乗客とに分類するのが好ましい。標準料金の乗客は、所
定の外部原因（例えば融通の利かない期日）に関する飛行ルート上を移動し、そのために
通常価格であってもフライトチケットを購入する心構えができている乗客である。この標
準料金の乗客のグループには、特に、ビジネス旅行者が含まれる。特別料金の乗客は、１
つの飛行ルートにこだわる必要がなく、目的地に到達するために異なる旅程（例えば遠回
り）を選択する心構えができている乗客である。このタイプの乗客は、安価なフライトチ
ケットを購入できれば専用の飛行ルートを使用する傾向がある。一般に、値段に敏感な乗
客は、しばしば、例えば休日などの個人的な理由で旅行する。
【００２８】
　乗客数を標準料金の乗客と特別料金の乗客とに分類する場合、予測の収益を詳細に算出
することが可能である。特に、それゆえ、シミュレーション中、特別料金の乗客数に対す
る標準料金の乗客数が比例的に変化する場合、飛行ルート上のチケットの平均価格とそれ
による飛行ルートの効率性とが変化する影響をモデル化することが可能である。例えば、
標準料金の乗客数が増加して特別料金の乗客数が変化しない場合、特別料金の乗客の割合
と、それによる飛行ルート上のチケットの平均価格と、それによる飛行ルートの効率性と
が低下する。
【００２９】
　当然ながら、同様なことは、様々な有料荷重にも応用され、“標準料金”の有料荷重と
“特別料金”の有力荷重とに分類可能である。標準料金の有料荷重は、それゆえ、時間内
に特定の場所に至急輸送しなければならない、例えば緊急のスペアパーツなどの有料荷重
に関連し、一方、特別料金の有料荷重は、コスト効率がより高い他の輸送手段が存在する
場合に、その他の輸送手段によって時間を浪費することなく簡単に輸送することができる
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。
【００３０】
　飛行ルートの効率性を算出するために必要なコストは、その飛行ルート上における特定
の航空機の予測の運行コストである。予測の運行コストは、航空機設計の技術的変数を用
いて、公知の方法で決定するまたは算出することが可能である。運行コストは、燃料コス
ト、メンテナンスコスト、人件費、空港利用料などを含んでもよい。また、飛行ルートに
関するコストは、新しい航空機の開発コストを一律に含むことも可能である。開発コスト
は、ここでは、例えば、全フライトネットワークのシミュレーションにおいて新しく開発
された航空機が使用された飛行ルートに対して、一律に転嫁されている。
【００３１】
　全フライトネットワークの飛行ルートそれぞれについて飛行ルートの効率性が算出され
、それらが合算されて全フライトネットワークの効率性が算出される場合、次に、シミュ
レーションによって算出された全フライトネットワークの効率性が最適であるかが判定さ
れる。最適である場合、最適化された航空機設計または複数の最適化された航空機設計が
利用可能である。まだ最適でない場合には、条件一覧が変更され、上述した方法が最適な
結果になるまで反復的に実行される。
【００３２】
　本発明に係る方法は反復的な方法であるため、最適であるとの判定結果が、1回目のパ
スで出る可能性はほとんどない。この場合、最適の判定はネガティブな結果となり、本発
明に係る個々の方法ステップは、最適との判定が実際に出てその最適性の存在が明らかに
なるまで、変更された条件一覧を用いて相応に繰り返される。これに関連して、原則的に
は一回目の繰り返しステップで最適であることが証明されて全フライトネットワークの効
率性が決定される可能性があるが、しかし、その決定時の時点でそのようなことを確認す
ることはできない。
【００３３】
　ステップの最小繰り返し数を予め定義してもよく、その場合、繰り返しステップは変更
された条件一覧を用いてそれぞれ実行される。最小繰り返し数に対応する全フライトネッ
トワークの複数の効率性が異なる条件一覧に基づいて利用可能である場合、原則的には、
本発明の係る方法にしたがって算出された全フライトネットワークのさらなる効率性が最
適であるかの判定を行うことは可能である。しかしながら、実際に最適なものが見つかる
まで、繰り返しが実行される。
【００３４】
　設定される対象にもよるが、本発明に係る方法は、全フライトネットワークの効率性に
ついて部分的なまたは絶対的な最適解を算出してもよい。部分的な最適解は、例えば、既
に存在する航空機モデルが配置され、本発明にしたがって最適化される航空機設計の限度
数と結果との間に隔たりがある場合に、所望されうる。絶対的な最適解は、特に、本発明
にしたがって最適化された異なる航空機設計の多様性が幅広いあり得る範囲または条件を
カバーする場合に、所望されうる。
【００３５】
　少なくとも１つの最適化された航空機設計に加えて、全フライトネットワークのシミュ
レーション結果が、方法のさらなる結果として検討されてもよい。シミュレーションの結
果から、全フライトネットワークの効率性を最適化するために、全フライトネットワーク
の飛行ルートに使用すべき航空機設計を推論することが可能である。
【００３６】
　従来技術と異なり、本発明に係る方法の場合、航空機設計は、単に予め定義された構成
ポイントについて最適化されるのではなく、代わりに、この構成ポイントが変更可能な条
件一覧の形態で最適化される。その結果として、予め定義された全フライトネットワーク
の効率性が最適化されるように、その全フライトネットワークに合うように調整された１
つまたはそれ以上の航空機設計が得られる。
【００３７】
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　条件一覧の変更中、条件一覧に条件として含まれる航空機設計の数を変更することが可
能である。それゆえ、本発明に係る方法において、例えば、単一の新しい航空機設計の代
わりに２つの新しい航空機設計が提供される場合、その結果として開発コストが増加する
けれども、２つの航空機設計の一方が全フライトネットワークの第１の部分のルートに関
して最適化され、他方の航空機設計が全フライトネットワークの第２の部分のルートに関
して最適化されることにより、全フライトネットワークの効率性を増加させることが可能
である。
【００３８】
　本発明に係る方法において、可能な航空機設計の最大数に関する境界条件が予め定義さ
れてもよい。それゆえ、例えば、新しい航空機設計の数または新しい航空機設計全ての開
発コスト合計のレベルを制限することが可能である。これにより、航空機メーカーの開発
能力を考慮することができる。
【００３９】
　特に、新しい航空機設計の数が制限される場合、他の全ての場合において、全フライト
ネットワークのシミュレーション中、条件一覧に基づく航空機設計だけでなく、既に利用
可能な航空機モデルも考慮するのが好ましい。これに関連して、既に利用可能な航空機モ
デル全てまたはその中の一部が考慮されてもよい。それゆえ、全フライトネットワークの
シミュレーションは、条件一覧にしたがって統合法を用いて算出された新しい航空機設計
に限定せず、既に商業的に利用可能な航空機も考慮する。その結果として、既に利用可能
な航空機モデルを考慮することによって全フライトネットワークの効率性が最適化される
という結果を用いることにより、概して、フライトネットワークの全ての飛行ルートでの
運行が可能になり、また、フライトネットワークのいくつかのルートに新しい１つまたは
複数の航空機デザインを最適に適応させることが可能になる。
【００４０】
　本発明に係る方法が既に利用可能な特定の航空機モデルを新しい航空機設計に置き換え
るために主に使用される場合、シミュレーションは、その方法の間、他の利用可能な航空
機モデルの航空機設計を用いて実行されてもよい。その特定の利用可能な航空機モデルが
シミュレーションから好ましく除外され、航空機設計が特定の利用可能な航空機モデルと
可能な限り良好に置き換わるように最適化される。新しい航空機設計のための初期の条件
一覧は、その特定の航空機モデルの技術的特性に方向付けされてもよいが、上述したよう
に本発明に係る方法の過程で最適化される。
【００４１】
　シミュレーションにおいて既に公知の航空機モデルを考慮する本発明に係る方法は、
一例を参照することによって明らかになる。例えば、長距離輸送用航空機が利用可能であ
ってその航空機がシミュレーションにおいて考慮される場合、本発明に係る方法は、全フ
ライトネットワークが長距離輸送用ルートと短距離輸送用ルートとを含む場合、且つ、単
一の航空機設計だけ最適化する条件の場合、短距離輸送用ルートに適合する航空機設計を
生成する傾向がある。これに関連して、本発明に係る方法は、全フライトネットワークの
効率性を最適にするために、航空機が運行されるルートを自動的に決定する。それゆえ、
例えば、特別な離陸／着陸条件を備える少数の短距離輸送用ルートが既に利用可能な長距
離輸送用航空機によって運行されているにもかかわらず、短距離輸送用ルートの大半が新
しい航空機設計によってカバーされると、全フライトネットワークの効率性が最大になり
うる。すなわち、本発明に係る方法は、新しい航空機設計が特定の少数の短距離輸送用ル
ートに適する場合、その航空機設計の運行コストを、他の短距離輸送用ルートでの効率性
が低下するように基本的に増加させることを考慮している。それゆえ、合計で、全フライ
トネットワークの効率性が最大になることはない。従来技術に係る開発方法と異なり、本
発明に係る方法は、それゆえ、特定の例において、特定の短距離輸送用ルートが既に存在
する長距離輸送用航空機によって運行されている場合でも、全フライトネットワークの短
距離輸送用ルート全てで運行することはできないけれども、全体として好都合な短距離輸
送用航空機の航空機設計を生成することができる。
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【００４２】
　要約すれば、本発明に係る方法は、１つまたはそれ以上の航空機設計のための技術的条
件を備える条件一覧に基づいて、１つまたはそれ以上の航空機設計の技術的構成から得ら
れる変数と全フライトネットワークとを考慮しつつ、１つまたは複数の最適化された航空
機設計が反復的に算出されるということによって区別されている。このようにして得られ
た航空機設計は、全フライトネットワークに関して最適化された構成によって区別される
。その結果として、個々の飛行ルートに配置される航空機が可能な限りその飛行ルートに
適合されているために、一方では全フライトネットワークの効率性が増加し、他方では、
例えば、全フライトネットワーク上で使用される航空機のトータルの燃料消費量が減少す
る。
【００４３】
　本発明に係るシステムは、本発明に係る方法を実行するように構成されている。そのた
め、そのシステムの説明に関しては、上述の説明を参照すればよい。
【００４４】
　シミュレーションモジュールに接続され、全フライトネットワークの飛行ルート全てに
ついての情報を有する第１のデータベースを備えるのが好ましい。シミュレーションモジ
ュールによって実行されるシミュレーションは、第１のデータベースからのデータに基づ
いて行われる。
【００４５】
　さらに、シミュレーションモジュールに接続され、利用可能な航空機モデルについての
情報を有する第２のデータベースを備えるのが好ましい。シミュレーションモジュールは
、好ましくは、この情報を、全フライトネットワークのシミュレーションの実行中、考慮
するように構成されている。
【００４６】
　システムはまた、好ましくは、本発明に係る方法と、その方法の有利な展開とを実行す
るように構成されている。これらの展開の説明に関しては、上述の説明を参照すればよい
。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
　本発明のより詳細な説明は、例示的な実施の形態によって、また、添付の図面を参照し
ながら行われる。
【図１】本発明に係る方法を実行するように構成された本発明に係るシステムを示す図
【図２】図１に示すシステム上で行われる本発明に係る方法の一続きのフローチャートを
示す図
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　図１は、本発明に係る方法を実行するように構成された、本発明に係るシステム１を示
している。システム１は、条件一覧用メモリ２と、統合モジュール３と、シミュレーショ
ンモジュール４と、最適化モジュール５とを有する。これらの構成要素は、互いに直列に
接続されている。さらに、最適化モジュール５はまた、条件一覧用メモリ２に接続されて
いる。
【００４９】
　さらに、第１のデータベース６と第２のデータベース７が設けられ、それぞれシミュレ
ーションモジュール４に接続されている。第１のデータベース６において、全フライトネ
ットワークがモデル化されており、例えば、全フライトネットワークの全飛行ルートの情
報がデータベース６に蓄積されている。全航空機、またはいくつかの商業利用可能な航空
機の情報が、第２のデータベースに蓄積されている。
【００５０】
　新しい航空機の設計用の技術的条件を含む条件一覧が、条件一覧用メモリ２に記憶され
ている。これらの技術的条件は、１つまたはそれ以上の航空機の設計に必要な最小の最大
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積載量、最小の航続距離、着陸／離陸条件などを含んでもよい。また、翼長、胴体長さ、
および／または着陸装置の一車輪あたりの表面圧力それぞれの最大値はもちろん、巡航高
度および／または巡航速度に関連する条件を含んでもよい。最初に、条件一覧は、以下に
説明するように手動によって予め定義されるが、本発明（図２参照）に係る方法１０によ
って繰り返し変更される。
【００５１】
　条件一覧用メモリ２からの条件一覧は、統合モジュール３に供給される。統合モジュー
ル３は、技術的条件にしたがって１つまたはそれ以上の航空機設計を最適化するための統
合方法を、技術的条件に基づいて実行する。この統合方法の結果として、条件一覧に基づ
いた、また可能な限り最適化された、さらに可能な限り最良な、例えば運行コストが低い
１つまたはそれ以上の航空機設計が得られる。これらの１つまたはそれ以上の繰り返し算
出される航空機設計は、シミュレーションモジュール４に送信される。
【００５２】
　シミュレーションモジュール４は、第１のデータベース６内にモデル化された全フライ
トネットワークのシミュレーションを実行するように構成されている。このために、シミ
ュレーションモジュール４は、全フライトネットワークのそれぞれの飛行ルートについて
、飛行ルートの効率性を算出する。その飛行ルートに対する潜在的な効率性は、統合モジ
ュール３によって送信された全ての利用可能な航空機設計について、また、第２のデータ
ベース７に蓄積され、飛行ルートを決定するための技術的仕様に関して基本的に適してい
る利用可能な航空機モデルについて算出される。それぞれの潜在的な効率性は、シミュレ
ーションステップにおける全フライトネットワークの効率性の最大値に寄与し、最終的な
飛行ルートの効率性として選択される。
【００５３】
　続いて、全フライトネットワークの効率性が、個々の飛行ルートの効率性の合計として
シミュレーションモジュール４によって算出され、そして最適化モジュール５に送信され
る。
【００５４】
　最適化モジュール５は、全フライトネットワークの効率性が最適であるかを判定する。
この場合、合モジュール３によって算出された航空機の１つの設計または複数の設計が、
最適な航空機設計として出力される。利用可能な全フライトネットワークの効率性が最適
でない場合、条件一覧用メモリ２内の条件一覧が最適化モジュール５によって変更される
。この方法は、最適な全フライトネットワークの効率性が算出されるまで反復的に繰り返
される。
【００５５】
　以下、図１に示すシステム１によって実行される方法を、図２のフローチャートを参照
しながらより詳細に説明する。図１に示すシステム１の個々の構成要素がどのように構成
されているかは、以下の説明によって明らかにされる。
【００５６】
　本発明に係る方法１０の最初で、条件一覧の初期値が定義される。この定義は、手動入
力によって行われる（ステップ１１）。この条件一覧には、１つまたはそれ以上の航空機
設計のための技術的条件が含まれている。技術的条件には、最小の最大積載量、最小の航
続距離、および離陸／着陸条件などが含まれる。また、巡航高度および／または巡航速度
に関連する条件が含まれてもよい。条件一覧は、個々の航空機設計に向けられたものでも
よく、すなわち１セットの技術的条件のみを含んでもよい。なお、条件一覧のために複数
の航空機設計用の条件を含み、航空機設計の数に対応する数の技術的条件のセットを含む
ことも可能である。
【００５７】
　条件一覧の初期値は、このように記憶され、後述するように、本発明に係る方法中に変
更されうる（ステップ１２）。
【００５８】
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　条件一覧に基づいて、まず、公知の統合法１３が実行される。統合法１３において、予
測のコスト、特に予測の運行コストに関して最適な航空機設計が、条件一覧に属する航空
機設計毎に決定される。
【００５９】
　統合法１３において、まず、初期の胴体寸法の決定と初期の推進システム、翼、および
尾部それぞれの寸法の決定とが、航空機設計のために実行される。これらの変数に基づい
て、質量の計算が実行され、次に翼の揚力分布と重心とが算出され、推定の航空機の抵抗
と、とりわけ算出された寸法を備える航空機設計の飛行能力とが決定される（ステップ１
４）。
【００６０】
　次に、航空機設計の離陸重量が収束し、その航空機設計に関する条件一覧中の技術的条
件、特に航続距離条件と離陸／着陸条件が適切であるかが判定され、適切な場合、巡航高
度、巡航速度、および／または着陸装置の一車輪あたりの表面圧力が満足される（ステッ
プ１５）。そうでない場合、胴体寸法と推進システム、翼、および尾部の寸法とが変更さ
れ、ステップ１４が再度実行される。航空機設計の最大離陸重量が集束して且つその航空
機設計に関する条件一覧中の技術的条件を満足するまで、反復的プロセスが実行される。
【００６１】
　ステップ１５での当該判定がポジティブである場合、続くステップにおいて、その航空
機設計の予測のコストが算出される（ステップ１６）。ここで、運行コストが、航空機設
計の技術的変数すなわち構成の関数として算出されてもよい。それゆえ、例えば、燃料消
費や航空機設計の推進力／重量の比に関連するコストを算出することが可能であり、また
、メンテナンスコストが航空機重量やエンジンの基数の関数として算出されてもよい。こ
の航空機重量などによって空港税が決定される。
【００６２】
　ステップ１７において、ステップ１６で算出されたコストが最適であるかが判定される
。最適でない場合、胴体の寸法と推進システム、翼、および尾部の寸法とが再び変更され
、ステップ１４を含むプロセスが継続される。これは、コストが最適になるまで繰り返さ
れる。最適である場合、この反復的な方法によって決定された航空機設計が次のステップ
１８に送られる。
【００６３】
　条件一覧中に存在する技術的条件に関する航空機設計それぞれについて別々に統合法１
３が実行され、１つ以上の航空機設計に関して複数の技術的条件がある場合、それに応じ
て、多数の航空機設計がステップ１８に送られる。
【００６４】
　ステップ１８において、全フライトネットワークがシミュレーションされる。このため
に、その場合、全フライトネットワークのルートそれぞれについて飛行ルートの効率性が
算出される。このために、例えば第１のデータベース６（図１参照）に蓄積されている、
特定の航空機設計または既に利用可能な航空機モデルを用いて飛行ルートについての予測
の収益や運行コストが互いに対して補正される。実際の運行コストに加えて、新しい飛行
機の開発コストが、飛行ルートの効率性の算出結果に一律に加えられる。１つ以上の航空
機設計や利用可能な航空機が適合するのであれば、技術的な見地から、全フライトネット
ワーク中の特定の飛行ルートに使用する場合における潜在的な効率性が、航空機設計それ
ぞれまたは利用可能な航空機それぞれについて算出される。シミュレーションステップに
おける特定のルートに関する全フライトネットワークの効率性の最大値に寄与する潜在的
な効率性は、その飛行ルートに関する最終的な飛行ルートの効率性として選択される。全
フライトネットワーク内の個々の飛行ルートに対する航空機デザインまたは利用可能な航
空機の選択中において、全ネットワーク内の異なる種類の航空機の最大数または特定種類
の航空機の最小数などの制約を考慮してもよい。その後、個々の飛行ルートの効率性は、
全フライトネットワークの効率性を算出するために合計される。
【００６５】
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　ステップ１９において、全フライトネットワークの効率性が最適であるかが判定される
。最適でない場合、条件一覧が変更され、ステップ１２で方法１０が再スタートする。条
件一覧は、全フライトネットワークの効率性が最適化するまで繰り返し変更される。これ
に関連して、条件一覧は、最終的な航空機設計の数が変化するように変更されてもよい。
【００６６】
　全フライトネットワークの効率性が最適化した場合、方法１０は、ステップ２０で終了
し、１つ以上の最適な航空機設計が提供される。少なくとも１つの航空機設計に加えて、
ステップ１８でのシミュレーションにより、検討された全フライトネットワーク中で、全
フライトネットワークの最適な効率性を得るために少なくとも１つの航空機設計や他の利
用可能な航空機が運行すべき飛行ルートが明らかである場合、そのシミュレーション結果
が提供される。
【００６７】
　ここから、数値例を参照しながら、本発明についてより詳細に説明する。ここでの例に
おいて、航空機群（ａｉｒｃｒａｆｔ　ｆａｍｉｌｙ）は、長距離輸送用ルートに適する
ように構成された２つの航空機を有する。
【００６８】
　条件一覧において、ここでは、最初に、航空機設計の条件を単純化した２セットの技術
的条件が予め定義される。第１の航空機設計に関して、初期条件は、最小航続距離が６７
５０ＮＭで、最大積載量６０ｔである。一方、第２の航空機設計に関しては、最小航続距
離が７７５０ＮＭで、最大積載量５０ｔである。両方の航空機デザインについての初期離
陸／着陸条件は、全フライトネットワークにおいて最も好ましくない空港向けの条件であ
って、例えば両方の航空機設計の初期条件にしたがえば、空港参照温度（ａｉｒｆｉｅｌ
ｄ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）が３０℃で海抜２５００ｍ（平均海
水位）である場合、この空港での離陸および着陸可能な滑走距離は３０００ｍである。条
件一覧にしたがう２つの航空機設計の初期条件が、以下の表に示されている。
【表１】

【００６９】
　航空機群についての開発コストを制限するために、算出される両方の航空機設計は、理
想的な翼と理想的なエンジンとを備えているものとして定義される。さらに、本発明に係
る方法の結果は、最大２つの航空機設計に制限されるように定義される。
【００７０】
　第１のステップにおいて、２つの航空機設計のための統合法では、それぞれについてそ
の設計の運行コストに関して最適な構成が算出される。このために、胴体長さや推進シス
テム、翼、および尾部の寸法などの様々な設計変数が、それぞれについて最大離陸重量が
収束するまで変更される。一方、それぞれの航空機設計の航続距離条件や離陸／着陸条件
などの制約が順守される。航空機設計の最大離陸重量特性、航続距離特性、離陸／着陸特
性は、設計変数と、翼の揚力分布、重心、抵抗、飛行能力などの結果として生じる中間媒
介変数とから算出される。これに関連して、本例の仕様によれば、両方の航空機設計の推
進システム、翼、および尾部の寸法は同一にされていることに留意すべきである。
【００７１】
　次に、設計それぞれについて運行コストの算出が実行され、上述した反復的な方法が、
最適な運行コストが見つかるまで繰り返される。それぞれの予測の運行コストは、上述で
説明したように、航空機設計の技術的変数に基づいて算出される。
【００７２】
　統合法の結果として、理想的な翼、尾部、およびエンジンを備えるが、胴体長さが異な
る２つの航空機設計が得られる。
【００７３】
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　次に、全フライトネットワークのシミュレーションが実行される。本例においては、全
フライトネットワークはトータルで５本の飛行ルートを有する。
【表２】

【００７４】
　“＊”が付されているルートは、空港参照温度３０℃且つ海抜２５００ｍで滑走距離が
３０００ｍ必要な、全フライトネットワークの中で“最も好ましくない”空港を含んでい
る。他の空港それぞれでは、標準的な状況で滑走距離が２５００ｍ相当である離陸／着陸
条件である。
【００７５】
　２つの航空機設計Ａ、Ｂに加えて、シミュレーションにおいては、周知で商業的に利用
可能な航空機モデルＣも考慮される。航空機モデルＣは、以下に示すような短距離輸送用
の航空機である。
【表３】

【００７６】
　全フライトネットワークのシミュレーションにおいて、飛行ルートの効率性が、個々の
飛行ルートについて算出される。そこでは、ルートの潜在的な効率性が、飛行ルートで基
本的に使用される、航空機設計それぞれまたは利用可能な航空機モデルそれぞれについて
算出される。例えば、飛行ルート１、２、４上では航空機設計Ａ、Ｂが基本的に使用され
、一方、飛行ルート３上では航空機設計Ｂのみが使用される。その理由は、航空機設計Ａ
の最大航続距離が足りないからである。航空機設計Ａ、Ｂはもちろん、既に利用可能な航
空機モデルＣは、飛行ルート５上で使用可能である。
【００７７】
　シミュレーション中、飛行ルートに対して最大の効率性を達成することができる航空機
設計または航空機モデルが決定される。そのために、予測の利益や発生する運行コストが
、各ルートについて算出され、また互いに対して補正される。全フライトネットワークの
効率性Ｘは、個々の飛行ルートの効率性の合計から得られる。
【００７８】
　航空機設計Ａ、Ｂと利用可能な航空機モデルＣとに基づく全フライトネットワークのシ
ミュレーションにおいて、例えば、以下に示す結果が得られる。
【表４】

【００７９】
　この時点では全フライトネットワークの効率性Ｘが最適であるかは判断できないので、
上述の方法ステップが再び実行される。しかし、航空機設計のための条件一覧は変更され
る。条件一覧にしたがって変更された２つの航空機設計の条件を、以下に示す。
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【表５】

【００８０】
　航空機設計Ａ’、Ｂ’のための変更された条件一覧に基づいて、まず、既に周知の航空
機モデルＣとともに設計を全フライトネットワークに提供する統合法により、運行コスト
が最適化された航空機設計が算出される。
【００８１】
　航空機設計Ａ’、Ｂ’と利用可能な航空機モデルＣとに基づく全フライトネットワーク
のシミュレーションにおいて、例えば、以下に示す結果が得られる。
【表６】

【００８２】
　このシミュレーション結果の全フライトネットワークの効率性Ｘ’は、前のシミュレー
ション結果の全フライトネットワークの効率性Ｘに比べて高い。これは、航空機設計Ａ’
が、ルート１、２に対してよく適合され、例えば、特殊な離陸／着陸条件を満足しなくて
もよいからであり、一方、航空機設計Ｂ’がルート３、４の条件に適合されているからで
ある。既に利用可能な（短距離輸送用）フライトモデルＣは、引き続き、短距離輸送用ル
ート５での運行に適している。
【００８３】
　特定のステップが、最適な全フライトネットワークの効率性が頻繁に算出されるように
繰り返されてもよい。説明した実施例において、航空機設計Ａ’、Ｂ’は説明した全フラ
イトネットワークに関して最適な航空機設計であると想定される。最適な航空機設計Ａ’
、Ｂ’に関する情報に加えて、本発明に係る方法は、付加的に、最適な全フライトネット
ワークの効率性を実現するために飛行ルート上で使用される航空機設計または既に利用可
能な航空機モデルに関する情報を提供する。
【００８４】
　当然ながら、一例のみで説明された本発明に係る方法を改良することは可能である。そ
れゆえ、例えば、一日あたりの最大積載量に代わって、季節ごとの乗客数に基づくシミュ
レーションをベースにすることも可能である。ここでは、乗客数は、飛行ルートに対する
予測の効率性を高精度に算出するために、標準料金の乗客と特別料金の乗客とに分類され
るのが好ましい。当然ながらまた、シミュレーションにおいて、より多くの飛行ルートお
よび／または航空機設計または航空機モデルを考慮することも可能である。例えば中継地
を含むルートなど個々の飛行ルート間の複雑な関係をモデル化してもよい。シミュレーシ
ョンにより、検討された全フライトネットワークで運行するために必要な航空機設計また
は航空機モデルの機数を算出することも可能である。
【００８５】
　検討される全フライトネットワークは、１つまたはそれ以上の航空会社における現行の
フライトネットワークであってもよい。しかしながら、例えば１０年後または２０年後の
予測の全フライトネットワークに寄与する全フライトネットワークを推定するために、現
実の全フライトネットワークを使用することも可能である。これにより、本発明に係る方
法によって算出された少なくとも１つの航空機設計が開発期間の終了に近づくにつれて条
件に適合していくという利点が生じる。
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